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産業廃棄物の
　　不法投棄について

　

池
田
町
北
部
の
空
地
に
、産
業
廃
棄
物（
大

理
石
・
古
木
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
が
れ
き
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
等
）
の
不
法
投
棄
が
発

生
。
地
権
者
・
不
法
投
棄
者
・
警
察
・
岐
阜

県
の
関
わ
り
合
い
等
と
、
産
業
廃
棄
物
の
処

理
対
応
と
現
地
の
安
全
管
理
、
並
び
に
、
空

地
の
早
期
原
状
回
復
は
。

町
　
長

　
町
内
に
於
い
て
不
法
投
棄
が
治
ま
ら
な
い

の
が
実
情
。
不
法
投
棄
は
、
住
民
・
土
地
所

有
者
か
ら
環
境
課
に
通
報
後
、
現
地
確
認
。

悪
質
な
場
合
、
県
事
務
所
環
境
課
・
警
察
に

通
報
。
農
地
の
場
合
は
、
農
業
委
員
会
の
立

ち
合
い
を
実
施
。

　

不
法
投
棄
物
の
処
理
は
、
捜
査
と
連
動
し

て
廃
棄
物
の
分
別
・
重
量
計
量
を
行
い
、
処

理
費
用
は
行
為
者
負
担
。
原
状
回
復
は
、県
・

警
察
・
町
の
指
示
に
よ
り
、
行
為
者
が
行
う
。

　

安
全
管
理
は
、
池
田
町
と
し
て
、
土
地
・

環
境
を
守
っ
て
行
く
情
勢
づ
く
り
と
、
町
・

県
・
警
察
と
の
連
携
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
連

携
を
取
り
、
同
様
な
事
案
が
起
こ
ら
な
い
様

に
、
監
視
を
続
け
る
事
が
大
切
。

　

太
陽
光
発
電
は
、
ど
こ
の
土
地
に
設
置
し
て
も
良
く
、

自
然
環
境
に
優
し
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
太
陽
光

発
電
に
よ
る
住
民
の
日
常
生
活
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る

事
件
も
発
生
。
町
内
の
太
陽
光
発
電
・
施
工
状
況
・
発

電
容
量
と
、
池
田
町
の
太
陽
光
発
電
に
関
す
る
設
置
手

続
き
は
。

町
　
長

　

太
陽
光
発
電
の
申
請
は
、
平
成
25
年
か
ら
令
和
2
年

ま
で
の
8
年
間
に
82
件
・
7
万
㎡
。
発
電
容
量
は
、
平

成
27
年
以
降
の
5
年
間
の
集
計
で
、
4
，6
5
3
kw
。

太
陽
光
発
電
の
設
置
は
、
騒
音
・
反
射
光
・
振
動
・
景

観
・
動
植
物
の
生
態
系
・
人
と
自
然
の
ふ
れ
あ
い
の
場

の
7
項
目
に
つ
い
て
検
討
。

　

池
田
町
の
開
発
申
請
は
、厳
し
く
指
導
を
し
な
が
ら
、

指
導
を
守
ら
れ
な
い
方
に
つ
い
て
、
慎
重
に
指
導
、
対

応
し
、
地
域
を
守
っ
て
い
く
事
が
大
切
。

　

農
地
転
用
許
可
申
請
の
目
的
が
、
太
陽
光
発
電
の
設

置
と
成
り
、
所
定
手
続
き
を
行
う
。
工
事
に
伴
う
地
域

の
同
意
書
は
法
定
添
付
書
に
な
っ
て
居
な
い
。

粗大ゴミ等の搬入量
平成29年度 平成30年度 令和元年度

金 属 性 粗 大 ご み 46.80 57.16 68.44
可 燃 性 粗 大 ご み 44.03 96.11 67.07
布 団 ・ 絨 毯 類 8.25 8.50 13.55
瓦 礫 類 7.94 21.66 26.02
そ の 他 不 燃 物

（ ガ ラ ス・ 陶 磁 器 類 ） 89.96 110.54 94.66

廃 乾 電 池 7.23 7.46 7.06
廃 蛍 光 灯 1.99 1.92 1.77
ご み 総 搬 入 量 206.20 303.35 278.57

一　般　質　問

久保田  美洋　議員

ソ
ー
ラ
ー
発
電
の

　
　
　
　
設
置
に
つ
い
て

（単位：t）

池田町北部の空地に、産業廃棄物
（大理石・古木・廃プラスチック・古タイヤ等）


